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厳しい残暑も落ち着き、秋の気配を感じることができるようになりました。また、９月に実施し

た保護者面談では、何かとご多用のところ、ご都合を付けていただきありがとうございました。

さて、新型コロナウィルス感染症については、今後更に感染が拡大しないことを願いつつ、学校

では引き続き、新しい生活様式を実践しながら、子供たちが安全で安心して学校生活が送れるよう

に努めてまいります。ご家庭でのご協力もお願いいたします。

そのような状況の中、感染症対策の３つのポイントを踏まえ、学びを進めていきます。

徐々にではありますが、感染症対策として３密を避けながら、音楽の歌唱や楽器の指導も始めま

す。また、話合い活動や理科の実験なども、マスクや必要に応じてフェイスシールドも併用しなが

ら取り組んでいきます。感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い学習活動（例えば、調理実習

や児童が密集したり組み合ったりする運動など）は、引き続き実施は見合わせます。今まで通りと

はいきませんが、子供たちに学ぶ楽しさを感じてもらえるように、様々な工夫を続けていきます。

学校行事については、感染防止と行事を通じた学びの充実が両立するように規模や形を変えなが

ら、何とか実施していきたいと考えています。そのために、児童や保護者のみなさま方にとっては、

物足りなさや残念に思うこともあるかと思いますが、何卒ご理解ご協力をいただきますようお願い

いたします。

いよいよ秋本番となります。ちょうど１０月２７日から１１月９日は第７４回

読書週間になっており、月の輪小学校でも１０月１日から１０月３０日までを読書

祭りとして取り組みます。時には、テレビやゲーム、スマホのスイッチを切り、読

書の時間を家族で作り、読書をもっと身近なものにしてみてはいかがでしょうか？

月の輪小だより
【学校教育目標】

〇 やさしい子 

〇 かしこい子

〇 たくましい子10 月号
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〇感染源を絶つこと 

 ・発熱等の風邪の症状がある場合には登校しないこと（同居のご家族にも同様の症状があっ

た場合には、登校についてご配慮ください。出席停止として欠席にはなりません。） 

 ・登校時の児童の検温結果及び健康状態を把握します。 

 ・登校後に発熱等の風邪の症状が見られた場合は、自宅での静養をお願いします。 

〇感染経路を絶つこと 

 ・手洗い、咳エチケット、清掃・消毒（子供たちが普段よく手にするような 

箇所は、１日１回以上、教職員が消毒しています。） 

〇抵抗力を高めること 

 ・「十分な睡眠」「適度な運動」「バランスのとれた食事」に心がけてください。 



６月から延期になっていた運動会を、10 月 31 日（土）に行います。新型コロナウィルス感染予
防のため、種目内容の変更・縮小、来場者の制限等、例年と違う運動会のやり方になります。
〇低・中・高学年ブロック別で行い、児童・保護者とも入れ替え制とします。種目は、ブロック団
体演技及び、徒競走又は団体競技の２種目になります。

〇来場者は保護者各家庭１名とし、お子さんのいる学年ブロックのみ参観できます。来賓や敬老者、
新入児童等は招待しません。

〇参加児童及び保護者は、体調把握を１週間前から念入りに行っていきます。終了後も見届けを行
います。

10 月の行事予定 

１日（木）保護者面談予備日、５年誕生学、

委員会活動、読書祭り（31 日まで）

２日（金）２年校外学習（森林公園） 

６日（火）お話朝会、1,2,6 年歯科健診 

７日（水）3,4,5 年歯科健診、教育相談員来

校

８日（木）クラブ活動 

９日（金）なかよしタイム、眼科検診 

13 日（火）６年修学旅行説明会 13:50 

15 日（木）スクールカウンセラー来校 13:10

クラブ活動 

19 日（月）徳の日 

21 日（水）ふれあい弁当、ハッピータイム

     教育相談員来校、１年校外学習（こ

ども動物自然公園）

22 日（木）クラブ活動 

23 日（金）なかよしタイム、４年社会科見

学（伝統工芸会館） 

28 日（水）後期 PTA 会費集金 

29 日（木）クラブ活動 

30 日（金）５時間授業 

31 日（土）運動会（５時間 14:15 下校） 

11 月の行事予定 

２日（月）振替休業日（10 月 31 日） 

３日（火）文化の日 

４日（水）お話朝会、火曜授業、教育相談

員来校 

５日（木）委員会活動 

６日（金）なかよしタイム、３年社会科見

学（明治製菓）

※毎週月曜：月曜日課 

新型コロナの影響で田植え体験ができなかっ
た５年生。でも、宮島様のご厚意で、９月１５日
に、稲刈り体験をすることができました。
初めて手にする鎌に、おっかなびっくりだっ

た児童も、何度か経験するうちに、上手に使える
ようになりました。
宮島様、お手伝いいただいた JA 埼玉中央の皆

様、貴重な体験をありがとうございました。 埼玉県は、１１月を「いじめ撲
滅強調月間」に制定し、いじめ問
題の根絶に集中的に取り組みま
す。

本校でも、「ふれあい教育相談」
として、子供たちからとったアン
ケートを基に個別に面談を行わ
せていただきました。いじめを受
けていたり、いじめに気付いたり
したらいつでもご相談ください。

10 月の生活目標 

 「次の時間の準備をして休み時間にします。」

お忙しい中を、時間を割いてくださりありがと
うございました。行事縮小の中、今まで保護者の
皆様と顔を合わせる機会が少なく、貴重な時間に
なりました。


